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情報公開の手数料に係る定め 

 

平成１５年１０月 ２日 総務部長通達第１５－ ６号 

       改正  平成２３年 ５月１３日 総務部長通達第２３－ ６号 

改正 平成２４年 ６月２６日 総務部長通達第２４－１１号 

改正 令和元年 ６月１７日 総務部長通達令和第 1－2号 

改正 令和６年 ２月２７日 総務部長通達令和第６－３号 

 

（目的） 

第１条 この通達は、情報公開規程（規程第１５－５３号）第３８条に基づき、

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（以下「機構」という。）における法

人文書の開示請求及び開示の実施に係る手数料に関し必要な事項を定めるこ

とを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この通達において用いる用語の定義は、文書管理規程（規程第１５－２

１号）及び情報公開規程の定めによる。 

 

（手数料の額等） 

第３条 手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る額とする。 

（１）開示請求に係る手数料（以下「開示請求手数料」という。） 

   開示請求に係る法人文書１件につき３００円 

（２）開示の実施に係る手数料（以下「開示実施手数料」という。） 

   開示を受ける法人文書１件につき、別表第１の左欄に掲げる法人文書の

種別ごとに、同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ同表の

右欄に定める額（複数の実施の方法により開示を受ける場合にあっては、そ

の合算額。以下「基本額」という。）。ただし、基本額（情報公開規程第２０

条の規定により更なる開示を受ける場合にあっては、当該開示を受ける場

合の基本額に既に開示の実施を求めた際の基本額を加えた額）が３００円

（次のイ又はロのいずれかに該当する場合は、それぞれ当該イ又はロに定

める額。以下この号において同じ。）に達するまでは無料とし、３００円を

超えるとき（同項の規定により更に開示を受ける場合であって既に開示の

実施を求めた際の基本額が３００円を超えるときを除く。）は当該基本額か

ら３００円を減じた額とする。 

（イ）他の独立行政法人等から事案が移送された場合（ロに掲げる場合を
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除く。） 当該独立行政法人等が定める開示請求に係る手数料の額に

相当する額（以下この号において「開示請求手数料相当額」という。） 

（ロ）行政機関又は他の独立行政法人等から行政文書又は法人文書の一部

について事案が移送された場合 開示請求手数料相当額のうち機構

が分担するものとして、当該行政機関又は独立行政法人等と協議し

て定める額 

 

２ 開示請求者が次の各号のいずれかに該当する複数の法人文書の開示請求を

一の開示請求書によって行うときは、前項第１号の規定の適用については、当

該複数の法人文書を１件の法人文書とみなし、かつ、当該複数の法人文書であ

る法人文書の開示を受ける場合の前項第２号の規定の適用については、当該

複数の法人文書である法人文書に係る基本額に先に開示の実施を求めた当該

複数の法人文書である他の法人文書に係る基本額を順次加えた額を基本額と

みなす。 

（１）一の法人文書ファイルにまとめられた複数の法人文書 

（２）前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の法人文書 

３ 開示請求手数料又は開示実施手数料は、現金（郵送によるときは現金書留）、

郵便為替又は銀行振込で納付させるものとする。 

４ 法人文書の開示を受ける者が法人文書の写しの送付による方法で開示の実

施を求めるときは、開示実施手数料のほか郵送料を郵便切手又は銀行振込

で納付させるものとする。 

 

（手数料の減免） 

第４条 情報公開法第１７条第３項の規定による手数料の減額又は免除は次の

各号に定めるところによる。 

（１）法人文書の開示を受ける者が経済的困難により開示実施手数料を納付

する資力がないと認めるときは、開示請求１件につき２０００円を限度

として、開示実施手数料を減額し、又は免除することができる。 

（２）前号の規定による開示実施手数料の減額又は免除を受けようとする者

が、申出を行う際には、当該減額又は免除を求める額及びその理由を記載

した別に定める申請書を提出させるものとする。 

（３）前号の申請書には、申請人が生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）

第１１条第１項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合に

あっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を

理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付させるものと

する。 
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（４）第１号に規定するもののほか、開示決定に係る法人文書を一定の開示の

実施の方法により一般に周知させることが適当であると認めるときは、

当該開示の実施の方法に係る開示実施手数料を減額し、又は免除するこ

とができる。 

 

附 則 

この総務部長通達は、平成１５年１０月２日から施行し、平成１５年１０月１

日より適用する。 

 

附 則（平成２３年５月１３日 総務部長通達第２３－６号） 

この総務部長通達は、平成２３年５月１３日から施行する。 

 

附 則（平成２４年６月２６日 総務部長通達第２４－１１号） 

この総務部長通達は、平成２４年６月２６日から施行する。 

 

附 則（令和元年６月１７日 総務部長通達令和第 1－2号） 

この総務部長通達は、令和元年７月１日から施行する。 

 

附 則（令和６年２月２７日 総務部長通達令和第６－３号） 

この総務部長通達は、令和６年４月１日から施行する。 

 

別表第１ 

法人文書の種別 開示の実施の方法 開示実施手数料の額 

1 文書又は図画（2の項

から 4の項までに該当する

ものを除く。） 

イ 閲覧 １００枚までごとにつき１

００円 

ロ 複写機により用紙に複

写したものの交付（ニに掲

げる方法に該当するものを

除く。） 

用紙１枚につき１０円（Ａ

２判については４０円、Ａ

１判については８０円） 

ハ 複写機により用紙にカ

ラーで複写したものの交付 

用紙１枚につき２０円（Ａ

２判については１４０円、

Ａ１判については１８０

円） 
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削除 

 

 

削除 

ホ スキャナにより読み取

ってできた電磁的記録を光

ディスク（日本産業規格Ｘ

0606及びＸ6281に適合す

る直径 120ミリメートルの

光ディスクの再生装置で再

生することが可能なものに

限る。以下「ＣＤ－Ｒ」と

いう。）に複写したものの

交付 

ＣＤ－Ｒ１枚につき１００

円に当該文書又は図画１枚

ごとに１０円を加えた額 

ヘ スキャナにより読み取

ってできた電磁的記録を光

ディスク（日本産業規格Ｘ

6241に適合する直径 120

ミリメートルの光ディスク

の再生装置で再生すること

が可能なものに限る。以下

「ＤＶＤ－Ｒ」という。）

に複写したものの交付 

ＤＶＤ－Ｒ１枚につき１２

０円に当該文書又は図画１

枚ごとに１０円を加えた額 

2 マイクロフィルム イ 用紙に印刷したものの

閲覧 

用紙１枚につき１０円 

ロ 専用機器により映写し

たものの閲覧 

１巻につき２９０円 

ハ 用紙に印刷したものの

交付 

用紙１枚につき８０円（Ａ

３判については１４０円、

Ａ２判については３７０

円、Ａ１判については６９

０円） 
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3 写真フィルム イ 印画紙に印画したもの

の閲覧 

１枚につき１０円 

ロ 印画紙に印画したもの

の交付 

１枚につき３０円（縦 203

ミリメートル、横２５４ミ

リメートルのものについて

は、４３０円） 

4 スライド イ 専用機器により映写し

たものの閲覧 

１巻につき３９０円 

ロ 印画紙に印画したもの

の交付 

１枚につき１００円（縦２

０３ミリメートル、横２５

４ミリメートルのものにつ

いては、１３００円） 

５ 録音テープ又は録音デ

ィスク 

イ 専用機器により再生し

たものの聴取 

１巻につき２９０円 

ロ 録音カセットテープに

複写したものの交付 

１巻につき４３０円 

6 ビデオテープ又はビデ

オディスク 

イ 専用機器により再生し

たものの視聴 

１巻につき２９０円 

ロ ビデオカセットテープ

に複写したものの交付 

１巻につき５８０円 

7 電磁的記録（5の項又

は６の項に該当するものを

除く。） 

イ 用紙に出力したものの

閲覧 

用紙１００枚までごとにつ

き２００円 

ロ 専用機器により再生し

たものの閲覧又は視聴 

１ファイルにつき４１０円 

ハ 用紙に出力したものの

交付（ニに掲げる方法に該

当するものを除く。） 

用紙１枚につき１０円 

ニ 用紙にカラーで出力し

たものの交付 

用紙１枚につき２０円 

 

削除 

 

削除 
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ヘ ＣＤ－Ｒに複写したも

のの交付 

ＣＤ－Ｒ１枚につき１００

円に１ファイルごとに２１

０円を加えた額 

ト ＤＶＤ－Ｒに複写した

ものの交付 

ＤＶＤ－Ｒ１枚につき１２

０円に１ファイルごとに２

１０円を加えた額 

 

備考 
    

１ １の項ロ若しくはハ、２の項ハ又は７の項ハ若しくはニの場合において、両面

印刷の用紙を用いるときは、片面を１枚として額を算定する。 

２ この表に定める開示の実施の方法により難い場合の開示の実施の方法及び開示

実施手数料の額は、本通達に定める開示の実施の方法及び開示実施手数料の額を参

酌してその都度定める。    

 

 


